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第２回小金井市保育計画策定委員会会議 会議録 

平成31年4月19日 

 

 

開 会 

〇米原委員長  金曜日お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。 

       それでは、ただいまから、第２回小金井市保育計画策定員会の会議を開会いたし

ます。 

        最初に、市の方で人事異動があったようですので、そちらのご紹介をおねがい

いたします。 

○保育課長   皆さま、こんばんは。 

       ４月１日付で、旧高橋に変わりまして保育課長に着任いたしました三浦真と申し

ます、よろしくお願いいたします。 

        小金井に住んでおりまして、娘が高校生になりますけれども認可園の保育園を

卒業させていただきましてずっと小金井の方でお世話になっております。そうい

った意味におきまして少しでも皆さまのお力添えできるかなと思っておりますけ

ども、役所に入りまして保育の現場というのが初めてでございまして、いま右往

左往しているというのが本音でございます、よろしくお願いいたします。 

〇保育政策担当課長 もう１名、事務局を担当させていただきます、松本でございます。 

○事務局    松本と申します、よろしくお願いいたします。 

〇保育政策担当課長 市の方からは以上でございます。 

〇米原委員長  はい、ありがとうございました。 

       それでははじめに、議題⑴「会議録の確定」を行います。 

       前回の会議録につきましては事前に事務局側から皆さまの方に校正をお願いして

おりました。 

期限までに訂正等の申し出をいただいた部分については、反映したものを本日机

上に配布しておりますので、こちらをもって確定させていただければと思います

がいかがでしょうか。 

〇福元委員   はい、１点追加でお願いいたします。 

       １３ページの上から２行目になります、その後半で、「それとも認証保育所も含

めるのか、また認可の保育所も含めるのか」のところは、「認可」ではなく「無

認可」が正しい表現です。修正をお願いいたします。 

〇米原委員長  認可ではなく認可外という事になるわけですね。 

〇福元委員   はい、認可外、ということでお願いします。あ、新しい議事録は直っているそ

うです、失礼いたしました。 

〇米原委員長  そこだけでよろしかったですか。 

〇福元委員   はい。 

〇米原委員長  議事を始める前に委員から、録音をしたいということで（録音機を）既に置か

れているんですけれども、私としては公開の会議ですのでいろいろ方にこの会議
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の内容を知っていただくのはやぶさかではないのですが、会議録という形でなく

て録音のデータの一部だけが切り取られて外に出てしまうという事はちょっと懸

念がある方もいらっしゃるかもしれませんので、録音したものをどのようにお使

いになりたいのかという事と、それに対して皆さんのご意見をいただきたいと思

います。大越さんでしたか、お願いいたします。 

〇大越委員   はい、一応公立園の代表で出ていますので、そちらの方の録音で使わせていた

だきたい、と考えています。使い方としては一部分だけを載せるという使い方を

してはいけないということでしょうか。 

〇米原委員長  一部分だけを切り取られて、そこだけが独り歩きすると困る委員もいらっしゃ

るのではないか、という懸念を持ちます。なので、どのようにお使いになって、

それが市民のためになるというのを皆さんご納得いただけるんであればもちろん

ご活用いただきたいですし、そうでなければ基本的に会議録を作るために市が録

音していますので、それをご活用していただきたいと考えます。それ以上の何か

目的があると思うのでそれをお伺いしたいなと思っています。 

〇大越委員   はい、保護者への情報発信という事で使わせていただきたいなと思っていま

す。 

〇米原委員長  会議録で載らなかった発言等をテキストというか文字にしてお伝えするという

形になるのでしょうか、例えば前回の会議でもちょっとこういうのは会議録には

載せて欲しくないんだけども、実はこういうことがあって、云々。というような

発言もあったかと思います。他にも例えばお子さまが何歳であるとか、どこに通

っているとかといった情報ですとか、プライベートな事も含めて、ここの場で共

有するのは心配ないと思うのですが、外に出てしまう事を心配して議論が逆に活

発でなくなるといったことも心配しなくてはならなくなると思います。 

〇井戸下委員  なるべく早くに保護者の方にお伝えしたいから、ということがあるのかな、と

いまお話をおうかがいして思ったんですけど、それは市が会議録として確定する

前に出しちゃっても大丈夫なものなのでしょうか、市の方にお伺いします。 

〇保育政策担当課長 基本的に正式な会議録というのは市の方で出したもの、ということでご理

解いただいた上で、あくまでも委員として出られたご自身が取った記録の中での

発信という形では構わないのではないかと事務局として考えています。やはり確

定作業等をさせていただくにあたっては、一定程度お時間を頂くというのはどう

しても必要になって参ります。そういう意味では事務局としては構わないと思っ

ています。ただ一方で議長もご心配されてるような部分についての発信のご配慮

をお願いしたいとは思いますし、部分的に単語を切り取って、というようなレベ

ル感はあるのかなとは思っていますので、そういう運用がされないということを

含めて委員の皆さまでご同意されれば事務局としては支障はないと考えておりま

す。 

〇米原委員長  いかがでしょうか。 

〇井戸下委員  たぶん、議事録確定されるのにはやはり時間が掛かってしまうというのはこち

らも理解しているので、それよりも早く伝えたいという気持ちがあるのも分かり

ます。なので、今出た個人情報などを配慮していただけるのであれば、いいんじ
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ゃないかなと思います。 

〇米原委員長  他の委員はいかがですか。 

はい、それではくれぐれも取り扱いにご注意いただき、ま、正式な議事録も録音

していますが、個人的な情報を配慮いただいて、できるだけ親密な委員会でのや

り取りを進めていきたい、という希望があります。なのでご配慮いただけるとい

う事でこのまま進めます、その点、よろしくお願いいたします。 

では再び会議録の確定の議論に戻ります。他はいかがでしょうか。 

はい、それではこの会議録、これで確定ということにいたします。 

次に議事の二つ目です。⑵会議運営についての確認、ということで先ずは事務

局よりご説明いただけますか。 

〇保育政策担当課長 はい、事務局より説明させていただきます。 

       会議の運営に関してでございますけれども、事前に委員の方からご相談もござい

ましたので、本日整理をお願いできればと思います。 

       事務局に資料をお求めいただく件と、委員の方の方で資料を提出したい、という

状況があった場合の件でございます。こちらにつきましては、いずれも会議の場

でお申し出をいただき、委員長とも協議の上、提出するかどうかという形で決め

させていただきたいと思っておりますが、少々細かくなりますけれども、事務局

の方にお求めいただく資料については、会議の場でお申し出をいただき、委員長

とも協議の上、次回以降の会議に提出する形を基本とできればと思っています。 

       また、委員の方からの資料提出につきましては予め事務局にメール等でお申し出

をいただきまして、委員長の承認を得る形で提出していく、と。そういう流れで

お願いをできればと思っております。説明は以上です。 

〇米原委員長  はい、ありがとうございます。 

       事前に私も簡単に事務局からご相談は受けましたけれども、事務局に要求する、

こういう資料を出してほしいという資料の件と、あと皆さんがお出しいただく、

これ皆さんに配りたいんだ、見て読んでほしいんだ、知ってほしいんだ、という

資料についての件で大きく分けて二つあろうかと思います。はい、皆さんいかが

でしょうか。ま、事務局からの提案もいただきましたけれども、こういうのはこ

んなふうにあつかったらたいいんじゃないの、というようなご意見など、ござい

ましたらお願い致します。 

〇飯塚委員   はい、今日いただいた資料の中で、前回配られた意見提案シートを見ていただ

きたいんですけれども、この中で例えばこういう資料を配ったらどうかといった

提案が幾つか見られるんですけど、それは、これを見た委員がここで発信して事

務局に提案する形になるんですか？この意見提案シートに書かれた意見をこのま

ま採用して資料を作成するという形にはならないですか？ 

〇米原委員長  はい、それは参考にはしますけれども、意見提案シートというよりも委員から

の意見のことを想定していました。 

〇飯塚委員   例えばこれを委員が読んで、こういう資料があるのなら見てみたいです、これ

をお願いします、ということをここで提案して、それが採用されれば配布、とい

うことになるんでしょうか。 
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〇米原委員長  はい、そうか、こちらの方は私自身念頭に置いていませんでした、というか、

参考資料なので、確かに事務局等々の中で、これ使おうというのもあれですけ

ど、それを委員からというのももちろん、ありというのか、可能性はあると思い

ます。 

       他はいかがでしょうか。 

〇長澤委員   はい、私もちょっとメールで問い合わせさせていただいて、事前に知りたいと

か、私が気になるものを資料として持って行っていいのか、とか、確認をさせて

いただいて。で理由としては、ここで突然持ってきても他の方と情報が共有でき

ていないので突然話しても分からないと思うのもあると思うんですね、で、こち

らからの資料だけじゃなくて、市から送られてくる資料についてもそうなんです

けれど、やはり封筒にバサッと入っている状態で、この資料は何を話すために次

使います、とか、どこの部分を読んでおいてください、とかというのがあれば、

やっぱりここの会議に入る時にすごく入りやすい、と思うのですけれども、その

資料の説明を一からするとなると、そこに時間が取られてしまうので、そういう

意味でやり取りして事前にメールさせていただくのは全然構わないのですけれ

ど、その資料が配布された段階で、一枚、この資料はどういったことを話したい

ために次使います、というのを入れていただくとすごく助かりますし、会議も入

りやすく、議論も深まりやすくなるかなと思っています。 

〇米原委員長  長澤委員のご意見は、いまここで上がっていることだけでなくて、事務局から

用意したものに関してもですね、確かにおっしゃる通りだと思いました。 

       はい、他はいかがでしょうか。 

〇竹澤委員  はい、私もメールで今回、資料６と資料８というのを（配布で）お願いできない

か、というのをお願いして、そしたらお忙しい中ご用意いただけました、ありが

とうございました。基本的なルールというのがよくわからないので、メールでお

願いしてしまって、申し訳なかったと思っているんですけども、この会議の中で

思いついたことは言えると思うのですけれども、中々議事が進んでいく中で言い

そびれたりしたこともあると思うので、会議の最後の方で議長の方から、「今日

最後になりましたけれども何か提出、要望する資料ありませんか」と一言、言っ

ていただくと、なんか言いやすいのかなあ、と感じました。それから、あと先

程、市の方からの説明で、要望資料については次回以降の配布というようなお話

があったのですけれども、可能であれば、お忙しくて大変だとは思いますが、事

前に資料を頂いて、そしてこの場で決まった要望資料を出していただくことだと

思うので、皆さん、どういう点が問題だからその資料が必要なんだという事を会

議の場で皆さん共有できると思うので、事前に送っていただくと、次回の会議ま

でに読んでやはり議論が深まるのではないかと思うのですけども、会議の場で確

認するという点については何も異論はありませんが、この２点を考えていただけ

るとうれしいなと思います。 

〇米原委員長  はい、他はいかがでしょうか。 

       どうでしょう、他の会議等でも委員の皆さんからこういうものがあるんだけれど

も、というふうに皆さんに見せたいというものものあったりするんですね、大体
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そういうものに関しては分量が相当多くなってしまうと、うまくそれが使えない

ということもありますので、お纏めいただいて、○○委員提出資料、というよう

な形で、他もそうだと思いますが、事務局と委員長の判断で取り纏めて、できる

だけ事前にお配りできるようにする、それでもできなければ当日配布して、提出

した委員にご説明頂く、というような形を取っているかと思いますけれども。こ

ういう形を取るという考えもあると思いますが、いかがでしょうか。先ずは委員

から皆さんにお伝えしたい事に関して。例えばそれぞれのお立場で参加いただい

ているので、例えば民間の保育園ではこうこうこうなんだけれども、そういう資

料をお見せしたいんだ、っていうときに、全部たくさんご用意いただいていると

いうことだと、ある程度、整理をしてお配りすることも必要かと。 

〇八下田委員 今委員長がおっしゃってくださったようなやり方でいいと思います。他の会議が

そうなっているとも言ってくださってるので。 

       やっぱり、皆さんいろいろな立場があるので、みんながそれぞれ、今日この場で

出したいというと、議事の進行にも影響しますし、そこはやはり事務局と委員長

で事前確認して取捨選択して、ボリュームを減らすなりして確認されてからこの

場へ提出という形で問題ないと思いますので、それで進めていただいていいかな

と思います。 

〇米原委員長  はい、いかがでしょうか。 

       それでは、委員から共有したいとしてご提出していただく資料に関しては、八下

田委員が纏めていただいたような形で進めていきたいと思います。 

       で、もう一点、事務局にこういうものを用意してほしい、という資料に関して

は、いかがでしょうか。今回がいい例なんですがたくさん用意していただいたと

いうか、指針ですね、これが解説となるとここまでなってしまうんですね、指針

だけだと、そんなにボリュームはないんですけれども。できる限り用意したいん

ですが、竹澤委員がおっしゃったように、会議の終わりくらいにお伝えして、で

もその時必要かどうかを議論しているとまた時間を取ってしまいますので、ある

程度ご意見を聞いて、事務局と委員長にご一任させていただく、というような形

になろうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。 

〇全員    （うなずく、了承） 

〇米原委員長  資料の性質や分量だとか、集める手間がどうか、ということもありますので、

できるだけ事前に配布、送付という形が望ましいとは思いますけれども、モノに

よってはそれが間に合わないことがあるかもしれませんが、そこはご了承いただ

き、またこれら何回も続いてありますんで、これはもっと早くほしかった、とい

うようなことに関しても意見を出していただいて、こういう都合があったんだと

いうようなやり取りがあると、だんだんとそこはなじんでいくかなと思います

し、事務局ですとか委員との連携が進んでいくかと思います。 

       それでは事務局に用意していただく資料に関しましても、そのような形で進めて

いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

       また、意見提案シートに書いてあった部分に関しては、もし委員の皆さんからや

っぱりほしいよね、と積極的に言っていただけると取り上げやすいので、会議の
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形として委員が話し合っていく中で、委員が必要とされているものを先ずは大事

にしたいということで、是非やり取りしていきたいと思います。 

〇真木委員  はい、真木です。 

委員長の議論の進め方なんですけれども、八下田委員がおっしゃった通りとか、

と言うのではなくて、委員長の言葉として皆さんに伝えてもらいたい。 

〇米原委員長  はい、わかりました。 

〇真木委員   議論する内容があいまいに終わっちゃうような気がするんです。なので、そこ

ではっきりこういうふうにしたいということがありましたら、委員長の言葉から

皆さんに発信していただけるといいなと思いました、いかかでしょうか。 

〇米原委員長  はい、いえいえ、大切なご指摘ありがとうございました。改めまして、委員か

ら共有したいという資料があった場合に関しては、まずお申し出いただき、それ

をある程度共有できるような、分量にまとめていただくなりして、事務局や委員

長の方から提出する形について体裁よくお願いしますので、それに沿ってこちら

の会議の資料とさせていただくということ、でよろしいでしょうか。 

〇全員    （うなずく、了承） 

〇米原委員長  では、はい、ありがとうございます。やっぱり、丁寧に進めなければいけない

と、改めて再認識いたしましたので、また同じような事があるかもしれませんの

で、その都度ご指摘ください、よろしくお願いいたします。 

        はい、それでは次は議題の⑶になりますね。 

       今後のスケジュールについてですね、事務局から、説明をお願いします。 

〇保育政策担当課長 はい、それでは事務局の方から説明させていただきます。 

       資料５及び５－２をご覧ください。 

前回、スケジュール（案）ということで資料の一部としてお見せした中で、皆さ

まの方でご議論していただいところでございます。その中で、「小金井の保育の

目指すもの・大切にしたいこと」を、こちらをまず議論していくべきというご意

見であったかと思います。こちらの方に対応した形で、現時点でスケジュール

（案）について変更したものとして、資料５にまとめさせていただいておりま

す。まず、資料５－２の方を先にご覧ください。当初出させていただきました資

料につきましては、質のガイドラインのレイアウトですとかイメージの方から入

っていきましょう、というご提案でしたけれども、後半の方、中盤の方に設けさ

せていただきました「小金井の保育の目指すもの・大切にしたいこと」につきま

して、何回かに分ける形になりますが、先に議論をいただくと、という形に変更

させていただいております。変更後のスケジュールにつきましては 

       資料５の方になります。こちらについては皆さま方との日程調整もさせていただ

いて、７月までの日程等も入れさせていただいてますが、このような形で当面進

めさせていただきたい、というのが事務局の案でございます、よろしくお願いい

たします。 

〇米原委員長  はい、ありがとうございます。 

       スケジュールですね、内容に関しましては、今後また変わっていこうかと思いま

すけれども、提案というかひな形をご用意いただいています、いかがでしょう



7 

 

か。 

        はい、それではよろしいでしょうか。 

〇全員     （うなずく、了承） 

〇米原委員長  はい、では今後のスケジュールとしては、日程についてはこのまま進めてい

き、内容に関しましてはこういった目安で進めていくということで、やっていき

たいと思います。 

        続きまして、議題「⑷ 保育所保育指針について（解説）」を行います。 

       この保育計画を作るうえで、大まかに共有しておかなければならないということ

は前回の会議の中でも出ておりました。それで事務局と相談したうえで、資料と

して保育所保育指針をご用意いただいて、更に改定されたので、その改定の要点

というものを、イラストも見やすいものでフリー素材でありましたので、それを

ご用意いただきました。で、１０分ほど私の方から説明させていただきます。 

        実は、これ改定するときに、全国の保育者の方々に私も含めてですが説明しな

ければならなかったのです。で、保育所保育指針というのは、そもそもは認可保

育所が最低限守らなければならない、少なくてもその時よりか、より良い保育を

作っていかなくてはならない、というものです。で、中身をここで全部読んでい

くわけにはいきませんので、目次を見ていただければ、第１章から第５章まで、

総則、２章が保育の内容、３章が健康及び安全、４章が子育て支援、５章が職員

の質の向上、ということになっております。そもそも第１章、保育所ってなんな

んだろうか、その指針てなんなんだろうか、という説明があるんですけれども、

この保育所保育指針というのは認可保育所だけでなくて認可外の保育所もこれに

準じて保育をしなければならない、ということになっています。家庭的保育事業

などもそうなんですけれど、企業主導型とか、いろいろあります。日本津々

浦々、保育者はこれをきちんと理解したうえで保育をしなければならない、とい

うことになっています。で、この保育所保育指針というのは、こうしなさい、と

いものと、こうするように努力しなさい、というように書き分けがされていて、

例えば基本的人権を守るだとか、それはもうやらなければいけないこと、質の向

上に努めなければならない、というように努力義務となっているもの、がありま

す。ただ、どうしてこういった指針が細かく書かれていて、そしてこれは大体１

０年毎に改定されなければならないとなっていまして、一つは基本的人権をまも

るというのは当たり前のことなんですけれども、なかなかそれが守られていない

のではないか、子ども一人ひとりの興味関心を大事にしなければならないのは当

然の事なんだけれども、それが守られていないことがあるのではないか、という

ことがあって、当然保育者は、多くの保育現場では集団で保育をしますが、この

集団で保育をする中で、その施設や集団をどうスムーズに運営していくのか、慣

らしていくのかといった考えも一定程度必要ですし、でもその中で子ども一人ひ

とりの個性だとか、発達の過程の違いだとか、あとその時々の気持ちなどをくみ

取って、個別に対応する、ということが当然求められます。で、日々保育者はそ

のバランスを考えながら保育をしていく、そしてそのバランスをなかなか取れな

いことがあるので、ちょっと痛ましい保育施設などでの事件、事故などがあった
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りする、ですので、これは守りましょうということをきちんと定めて、それを広

めて、これを基にきちんとやっているかどうかを自治体がきちんと確認する、と

いうプロセスが作られているわけです。 

       それで、目次を読んでいただくと、保育園だから当然なんですが、２章の保育の

内容というのがあって、３章の健康及び安全、とあってこれも勿論大事です。４

章に子育て支援、というのが入っていますが、この平成に入ってから保育園に求

められている大きな役割となっています。平成に入ってからという事なので、私

が資格を取ったのはまだ保母の時代ですから、子どものことは大事だけれどなか

なかお母さんのことは大事にできない、というような昔ながらの考えといいます

か、その時はまだ子育て支援という言葉がなかったので、あまりピックアップさ

れてなかったのですけれども、この１５年、２０年はこちらの方が重要視されて

きて、この１章分が前の改定の時もそうなんですけれど、充てられています。更

に第５章、職員の資質向上、保育やってるけれども、それが本当に子どものため

になっているのか、より良い保育はどうなのか、ということを組織的にやらなけ

ればならないということが、この指針から強調されています。ですからこの数

年、保育の中でもマネージメントが大事だ、ということが頻繁に言われようにな

って、園長先生ですとか主任の先生ですとか、あとリーダー層も、マネージメン

トについて学んでいくという流れになっています。で、マネージメントというと

なんとなくビジネスライク、といったイメージがあるかもしれませんけれども、

これはきちんと計画をもって保育の実践をして、それがどういうふうに子どもの

育ちにつながっているのか振り返りをして、そして改善につなげていく、といっ

たより良い保育を作るための仕組み、という事でマネージメントを理解していた

だくとよろしいかと思います。 

       そしてこの指針というのは、それまでは幼稚園教育における教育要領というのが

あったのですけれども、実は内容はほとんど同じだったのですけれども、ただあ

まりそれが意識されてこなかったというか一般の方につたわっていなかったんで

すが、この改定の時に、幼児教育を行う施設ということで、保育所と幼稚園と認

定こども園の三つの施設ということで、施設の性質上の違いで若干言い回しの違

いはあるにせよ、この内容は基本的には同じ内容となっています。で、それを小

学校にも伝えようということで、幼、保、認定こども園とが小学校と連携という

ものが大事になっています。小学校の学習指導要領にも、指針だとか教育要領に

載っているものをきちんと学んで、それを受け取って、というのが記載されるよ

うになりました。実はこれは画期的なことで、それまでは幼児教育や小学校以降

の学校教育というのが、どのようにつながっているのかというと実ははっきりし

ていなかった、というか、つながっているという事を言ってはいたんですけれど

も、形として今回、平成２９年度の改定からなんですけれどもはっきりした、と

いうことです。改定としては１０年毎に変わっていて、どのように変わったかと

いうのが、こちらの（資料６－２にある）さあ、これからが保育者の出番！とい

う資料になります。これは雑誌エデュカーレという保育者向け、保護者向けでも

あるのですが、そういった雑誌がありまして、それに載ったものです。更にそこ
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のインターネットのサイトには、自由にお使いください、と記載があったもので

す。で、指針や要領の改定の背景というものが書いてありますので、ここは是非

読んでいただければと思います。実は保育園の先生って、こういうことを意識し

てやっているんだ、ということと、ひょっとしたら、先生方こういうことを意識

されているのかなあ、という心配があるのでしたら、是非共通の話題としてやり

取りを深める材料にして頂ければと思います。ただ実際は現場の先生も、日々保

育をしているという中で、例えばですけれども、開いていただいて、ロケットの

ような図のあるページ（７ページ）ですが、幼児教育を行う施設して共有すべき

事項として、育みたい資質能力というのが３本柱で書いてあるんですが、それが

実は小学校でもほとんど同じ内容でつながっています。三つの柱が改めて記載さ

れているんですけれども、これって現場の先生は直ぐに答えろと言われても、ま

だまだなじんでいないということがあるかもしれません。保育をしていく中で本

来だったらこういったことをイメージすべきだというようになっていますが、こ

れまでの保育でしっかりされていると思うので、こういった整理の仕方、こうい

った言葉を使って整理できるようになじんでいくかと思うのですけれども、まだ

その途中にあるということかもしれません。それでまた同じようにめくっていた

だいて、幼児期の終わりまでに育ってほしい「１０の姿」というのが挙げられて

います。ここには１健康な心と体、とか、２自立心、とかというふうにまとめら

れていますけれども、指針をお読みいただくと、もう少し長い文章で表現されて

いますけれども、これやらなくてはいけないの？、ここまで子どもを育て上げな

くてはいけないの？というふうに心配する親御さんとか、ひょっとしたら保育者

もいるかもしれないんですけれども、いやいや、こういう視点で子どもの育ちを

見ていこうよ、裏を返すと、こういうのを見せられるとひょっとしたら学習塾の

ような形のところですね、うちはこういうの育てています、とアピールをするか

もしれません、でも子どもの現在の姿からこういった育ちをどのように引き出し

ていくか、それを言語化して保護者と共有していく、で、ひょっとしたらもう少

しこういった経験が足りなかったな、ということであれば、保育の環境を整えて

いったり、保育の内容を深めていく、という視点に立てると思います。 

というように、保育所保育指針は、保育の内容、もちろん、健康・安全、それか

ら子育て支援、それぞれの職員の質の向上とあるように、かなり広いものを細か

く扱っています。それで、これはたぶん他国の同様なものと比べても、決して見

劣りするものではない、というように考えていいと思います。よくですね、どこ

どこの地域のこういったやり方が良い、とかありますけれども、一国で一億人以

上も人口がいる国で、こういったものをスタンダードとして出している、という

ところは一つの成果であります。もちろん、それを十分にできていない、という

ところもあるかもしれませんので、それをどのように改善していくのかという仕

組みが大切になるのではないでしょうか。 

〇長汐副委員長 委員長、よろしいでしょうか。 

〇米原委員長  はい、どうぞ。 

〇長汐副委員長 はい、非常に分かりやすく、指針と要領の変わったところを解説していただい
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ているのですけれども、折角ですね、いろんな立場の方々もいらっしゃるので、

もう少し一つひとつデスカッションを深めていった方がいいのかな、と思いま

す。それでどこを重点的にやっていったらいいかはお示しいただければ宜しいの

ではないかと思います。それとどうなんでしょうか、指針に基づいて小金井の保

育の中で、具体的にはどうなってるのか、また達成しにくいところはどのあたり

にあるのか、も含めて皆さんから意見を出していただくというのはいかがでしょ

うか。 

〇米原委員長  はい、ありがとうございます。そうですね、私１０分間時間をいただいたの

に、それを越してしまい申し訳ありませんでした。で、こういったナショナルス

タンダードのものがある、ということを前提に、いままでの説明の確認と、いや

いや、それはちょっと説明が違うのではないの？といった疑問まで含めて、議題

⑸の「小金井の保育の目指すもの・大切にしたいこと」について話をつなげてい

きたいと思います。それで、いま長汐副委員長がおっしゃったように、足りてい

ないものだとか、より大切にしたいもの、等々、たぶんお考えがおありだと思い

ますので、是非ここからは意見を交わしていきたいと思います、よろしくお願い

いたします。 

〇長汐副委員長 では、いいですか。 

       子育て支援というのが新たに重要視されてきた、というお話がありましたが、具

体的に第４章の子育て支援の中の、３⑴にある地域に開かれた子育て支援という

あたりいのところで、具体的にどういうことをなさってるか、私、わかってない

のですけど、例えば育児相談とかが、保育園の方にくるとすると、大体どれくら

いの数の親御さんからの育児相談がきているのか、或いはそういうものはやって

いないのか、或いは出張相談みたいなことはやってるのか、とかそのあたり知ら

ないものですから教えていただきたいです。 

        それと職員の研修に関してですけど、保育士の先生方も初めて一年生、一年目

の方と、三年目、五年目、十年目くらいのそういうキャリアを積まれた方とで

は、研修の中身って違うのではないかと思うのですけど、例えば一年目になった

方が、最初の初年次の研修とかやられているのかどうか、この辺はどちらにお聞

きすればよろしかったでしょうか。ま、学校ですと初任者研修みたいな名称で特

別にやるのですけれども、そういうものがあるのでしょうか。 

        それと勤務態勢の中で、そうした研修時間というものが取れるのかどうか、お

子さま方がお昼寝してる間にその時間が取れてるのか、そうでなくとも記録を取

る時間に追われているとお聞きするものですから、具体的にどういう時間帯で研

修ができるのか、とかをお聞きしたいです。 

〇米原委員長  はい、小金井というよりかは、ま、どうなんでしょうか、事務局に聞くのもい

いんでしょうけれど、園長先生も多くいらっしゃるので、先ずはお答え易いとこ

ろから、お話いただければと思います。 

〇茂森委員   はい、茂森です。 

       育児相談というのは保育園でやっております。ただ市民の方で、知らない方がま

だまだたくさんいまして、中々相談しに来てくれる方がいないんですね、それ
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で、いろいろ子育て支援の行事を、例えば芋ほりとか、ミニ動物園だとか、そう

いうのを開いて、一生懸命保育園に入って来ていただけるようなイベントを開い

て、そんな中で保育士が声をかけて、相談とかを受けるようにしています。 

〇長汐副委員長 それは日常保育の中でやってらっしゃるのですか、休日とかではなくて？ 

〇茂森委員   はい、日常保育の中でやっております。 

〇米原委員長  たぶん、そもそもどういうニーズがあって、どういう取り組みがあるのかとい

う事に関しては、何かまとまってるものがあるようでしたら、先に教えていただ

きたいのですが。 

〇保育政策担当課長 はい、そうしましたら事務局の方で総括したところでお話したいと思いま

す。 

       先ず、育児相談の部分につきましては、各園、公、民問わず独自に行われている

部分、それから園庭開放ですとか、地域のかかわりを持つような取り組みは、皆

さま行われているかなと思っています。またいま、茂森委員がおっしゃっていた

だいた通り、園の行事で地域の方々とご一緒に、という取り組みもあるかなと思

っています。また、育児相談という視点でいきますと、保育園のみならず、市役

所の他部署でも行う機会がございますので、そういった全体の中での取り組みと

いったものもあると思っています。 

        それから、研修の関係でございます。 

       事務局が話をするのもどうかと思うところはありますが、基本的には各保育士さ

んが業務時間中に先輩から教わったりですとか、仕事の中で覚えていくことが一

番多いのではないかと思っております。その中でやはり、内部の研修等にも都合

をつけて園の中で送り出していってる状況があるかなと思っておりますし、国の

方でもスキルアップについては力を入れておりますので、そういったような研修

の案内などがあった中で、参加をいただいてスキルアップを図っていただいてい

るのかなと思っております。 

〇井戸下委員  はい、井戸下です。 

       研修についてなんですけど、私が勤めているところは認可外保育施設なんです

が、東京都から、認可外保育施設として登録しているところには、認可外保育施

設向けの研修案内というものが毎年届きます。年に２期あって、うちのスタッフ

も毎年参加しているんですけれども、内容は若いスタッフ向け、ベテラン向け、

というのではなくて、割りと基本的な事が多くて、それほど年によって中身も変

わっていない感じなので、もっとここについて深く学びたいということを、例え

ば私自身思ってしまえば、民間とかがやっているような研修に自分で参加する、

というかんじでやっております。 

〇長汐副委員長 自己負担でということですか？ 

〇井戸下委員  自己負担の時もあれば、法人から補助が出る場合もあります。その時々によっ

て違っていて、交通費だけ出る、ということもあります。 

〇米原委員長  私が発言するのはあまり良くないかもしれませんが、幼稚園は研修時間が保証

されているんですね、で、保育園は研修時間は保証されていません、要するに、

子どもと関わらないできちんと研修のために時間を使えるということは保証され
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ていないんです。ですから、そこは今後、国全体で議論されるべきことですし、

かといって国が変わるまで小金井として何も動かないということでもなく、より

今ある職員体制の中でできることを考えていかなければならない、ということが

あるかと思いますので、もし現状で工夫されているようなことがあったら、共有

できればと思います。 

〇茂森委員   はい、茂森です。 

       いま、この保育士不足の中で、しんあい保育園では外部の研修に年一回、必ず保

育士は行くようにしていまして、内部の研修は講師の方をお招きして、年４回な

いし年５回、行っています。内部の研修は土曜日などに行っています。保育して

る子どもの数が少なくていいんですが、外部の研修は基本平日に実施するので、

保育をやりながら、工夫していく感じです。現場で残った先生がすごく大変なお

思いをするのですが、ま、保育士の突然の病気でお休みがあった場合は断念する

こともございます。そういう形の中で参加しています。 

〇米原委員長  ありがとうございます。 

       今研修の話が出ており、何のためにやるかといったら、質の向上のためにあるの

で、どういった質を保護者は求めているのか、こういった点、より大切にしたい

な、ということも含めて、ちょっと、ご意見を出していただきたいなと思います

が、いかがでしょうか。 

〇真木委員   はい、学芸の森の真木です。 

       ちょっと、大学の中にあるということで特殊かもしれないのですけれど、東京都

からくる認可外保育所の研修というのは、前期と後期にきます。それで初心者向

け、中堅者向け、施設長向け、とかなり丁寧に出てくるので、平日なんですけれ

ども職員を交代で出します。講師は多少変わっても内容は同じようなことなの

で、前半で出るか後半で出るか、で、職員は必ずその中から行きたいもの二つ選

んでいくようにしています。その中に救命救急とか、防災のこととか、というの

があって、普通救命士、救急救命士といった資格を取れるようになっています。

みんな持っているんですけれど、期限の切れた方などはまた受けに行ったりしま

す。ですので、結構丁寧な研修になっていますね。その他は自主研修といって、

外部からいろんな研修が届きますよね、小金井市の保育を守る会とかからもいろ

いろ声が掛かるんですけれども、行ける範囲で出てもらっているんですけれど

も。自主研修も自分の勉強のために、質の向上のために、行くようにしていま

す。海外に行くと言ったら特別になるんですが、国内であれば勉強のために出す

という形にはしています。なので、行きたいもの、重ならないように自主研修も

そうしています。施設長に関してはかなりの研修量があって、１４、５個行きま

すね。他の職員も５、６個は必ず行きます。また園内研究としては大学の中にあ

るからなのですけれども、外部講師をお呼びして、お昼寝の時間に大体一時間く

らい、いろんなこと実施しています。大学との連携の研究をしているので、そう

いった意味では、他園よりは恵まれているかとは思います。ただ研修には出ずら

いというのはよく耳にするところです。 

〇米原委員長 はい、ありがとうございます。他はいかがでしょうか？ 
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〇大越委員  はい、大越です。 

      私たち保護者は、研修のこととか実態がよくわかっていないというのが正直なとこ 

ろですので、いまお話お伺いして、とても参考になりました。是非、きらりさんの 

ところと、公立の方もどういうような研修を受けているのか教えていただきたいで 

す。 

〇吉岡委員  はい、私のところではやはり、実際に研修に行くという部分が、業務の流れのな 

      かで、非常に厳しいところがあります。で、あるなかでも、法人の方ですね、初任       

者、中堅者、指導者、管理職、というような各ステージごとに分かれていて、いま       

担うべき職務の内容という視点での研修というのは行っております。ただ、法人単       

位ですので、いろんな事業所があるものですから、大きな視点でという部分ですの       

で、それぞれの、例えばうちでいいましたら療育に関しての初任者研修というとこ

ろがどうかというと、そこにはそぐわない部分ではあるかと思います。あとは、や

はり外部講師等をお呼びして、昨今では虐待の問題等ですね、そういうことを自分

の身に置き換えて考える、といった研修を行っています。また、きらりとしては逆

に講演会とか、勉強会というものを企画する側でもありますので、その際に、支援

者の方であったり、一般の方であったり、あとは保護者であったりという形で講師

を呼んだり、また私共が講師となって行う研修もありますので、そこで職員が共に

学んでいくという形は取らさせていただいています。 

〇前島委員  くりのみ保育園の前島です。 

      公立の保育園でも研修を行っています。先程、お話があったように、救急法など、

消防署に行っての研修もあり、あと保育園で、警察の協力を受けて、不審者に対応

する研修も行っています。あと年３回保育士研修が時間内に、ちょうど昼寝の時間

帯に行っています。主査主任会でアンケートを取って、どんな研修を学びたいかと

いうのを、リスト化されていて、年３回行っています。夜は全体の保育園の職員全

部５園の職員が集まっての研修があります。これは年一回です。これも毎年何を学

習していこうかというのをまとめて講師を呼んでいただいての研修を学んでいま

す。自主研修もあります。自分で行きたい研修を選んで、市役所の職員課からの補

助を得ての自主研修もあります。新任職員には市役所の職員課からの研修も年間で

計画があり、保育園の中ではチューター制度がありますので、ベテランの保育士と

新人の保育士と給食調理等ペアになって、チューター制度で一年間、記録を取り合

いながら反省を踏まえて最後まとめに入らさせていただけて。あと学習会がありま

す。学習会も５園の代表者２名が出て、保育要録の書き方について、いろんな事例

を挙げてやってきておりました。きらりさんの研修にもいつも声かけていただいて

いるので、参加させていただいております。 

 

〇杉山委員  わかたけの杉山です。 

      あとは、小金井市総合体育館の指定管理者の方からも来ていただいて、プールの前

に、最近、プールの安全管理が厳しくなっていますのでどういうふうに監視をして

いくといいのか、という講習を受けさせていただいたり、消防署の方にも来ていた

だいて救命法を正職員だけでなく、他の方にも入ってもらえるような研修をした
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り、あとは各園でばらばらではありますけれども、緊急事態にどう備えるかとか、

不審者対応の練習をしたりとかを行ったり、毎月夜の会議がありますので、その中

で少し時間を取って、昨年のわかたけですと、保育指針が改定になりましたので、

保育指針について学んだりしてきました。ほか、ちょっと忘れているのもあるかも

しれません。 

〇米原委員長 はい、大体。 

〇長汐副委員長 ということは、保育園というのは幼稚園と違って研修の時間が保証されていな 

い、というふうになっていますけれど、現実的には、皆さんどこの園でも研修を一 

生懸命、時間を見出しながらやっていらっしゃって、これはとても大事なことだな 

と思います。特に健康・安全ということだけじゃなくて、一人ひとりの先生方が、 

保育をやってる中で、非常に迷ったり、悩んだりということも出てくると思うんで 

すけれども、そういうことがうまく共有されながら進んでいくというのが、とても 

大事なことなのかと、私は思いました。 

〇米原委員長 はい、いままでの話と長汐副委員長からのご発言で、そうした研修について、実

際どういうことをやられているのか、というのがある程度共有されたかと思いま

す。 

小金井で今後どういうふうに大事にしたいのか、ということを今後話し合う中で、

これまでの計画等々で、言葉にされているものもあるので、事務局から資料もご用

意していただいてますので、ちょっと順番が後ろになってしまいましたが、こちら

もご説明頂けますでしょうか。 

〇保育政策担当課長 はい、それでは事務局の方で説明させていただきます。 

      いま、議題の中でですね、「小金井の保育の目指すもの・大切にしたいこと」につ 

      いてのご意見等で若干触れていただいている部分もあるかと思いますので、ちょっ 

と説明が遅くなりましたけれども、これに関連する資料としての趣旨をご説明させ 

ていただきたいと思います。 

資料６及び資料６－２につきましては、先程委員長の方から一定のご説明があった

と思います。これに合わせまして、資料７と資料８についてこの議題にということ

で事務局の方でご用意させていただきました。 

まず、資料７でございますが、既に委員の皆さまにはお配りしていますが、現在の 

「のびゆくこどもプラン 小金井」、こちらの方で示しております基本理念のペー

ジを抜粋させていただいたものでございます。こちらについての資料が先ず一つご

ざいます。あともう一つ横長の資料、資料８でございます。こちらにつきまして

は、各市内の保育園さんの中の認可と認証の保育所の保育理念、保育方針等につい

て、一覧にしたものでございます。こちらにつきましては東京都の方で公表してお

ります第三者評価、こちらの受審結果のところを引用させていただきまして、一覧

にまとめたものでございまして、こういった各園の様々な保育理念、それから本市

の子どもの計画におけます基本理念を参考にしていただきながら、ご議論をいただ

ければと思います。事務局からは以上でございます。 

〇米原委員長 はい、ありがとうございます。 

      せっかく資料をご用意いただいたので、説明もしていただきました。 
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これから皆さん、ご意見をいろいろ出していただく中で、計画の中で、どういうも

のを大事にしていくのか、というときに、「のびゆくこどもプラン 小金井」と離

れているというのもちょっとよくないことですから、こちらもきちんと踏まえた上

で、検討した方がいい、というふうに考えられます。資料の説明で間にちょっとは

さみましたけど、はい、吉岡委員。 

〇吉岡委員  いま、委員長が説明してくださった保育所保育指針とか、そもそも、私勉強不足       

    なんで分からないんですが、こちらを拝見していますと、例えば先生方に保育所の

自己評価であったり、ということがしっかりと書かれているわけですよね。で、こ

の指針の通りにやっていけば、今回の「保育の質のガイドライン」っていうのはな

ぜ必要なんだろう、ということを凄く思ってしまうのです。あとは、「のびゆくこ

どもプラン 小金井」の中で、下から２行目ですね、地域社会全体で多様化する子

育ちを見守り、支えていく、というところが、小金井の地域の特性として凄く前面

に押し出していかなければいけないところ、それと保育所というのは、働く親御さ

んのお子さんが通うところだと思います。とすると、小金井ではそういう働いてい

る親御さんにとっても働きやすく、子育てがしやすいという地域の特色を全体に出

す、そのような基本的な考えで表記を進めていく、という立ち位置でよろしいんで

すよね？ 

〇米原委員長 はい、「保育の質のガイドライン」、保育計画については、働く親御さんのため 

とか、いまは保育を必要とする子どもが対象になっていますが、私の考えでは、子ど 

もにとってより良い保育というのを市民の間でいつもいつも考え続ける必要がある、 

それを進めていくことによって、結果的に働く親御さんのためになる。 

    もちろん、市内には保育施設を利用している子どもだけではないので、より良いこ

どもの育ち、こういう関わりで子どもたちを大事にしていく、ということを、先ず

は保育所できちんと進めていって、それを子育て支援に広げていけば、市全体に、

子どもにとってより良くなるというふうに広がっていけばいいのかなあ、というイ

メージを私個人は持っています。ここの共有っていうのは、直ぐには共有はできな

いとは思いますが、確認をどんどんしていかなければいけないことかな、と思いま

す。 

     他に如何でしょうか。 

〇福元委員 はい、いまのお話のところで保育所保育指針が、要するにガイドラインとして完成 

されているのはないかというご意見だと思うのですけれども、そういった見方は確か 

に可能だと思います。保育所保育指針というのは、日本全国どの地域のどの保育所に 

入っても参照していくガイドラインとして作られています。それに対して今回のここ 

での策定委員会はこうした保育所保育指針をしたじきにしながら、小金井市で、どう 

いった側面に重点を当てて、より市民の皆さんが納得できる子育て子育ちというもの 

を実現していくか、にむけてのガイドラインを作るものと思うのです。ですから、こ 

れから策定するガイドラインで、こちらの保育所保育指針の内容を全て網羅する必要 

は、簡単に言えば、ない、ということもこちらで判断すれば可能と思いますので、そ 

れはこちらでも議論して、また練っていけば宜しいんではないでしょうか。 

〇米原委員長 はい、いかがでしょうか。 
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〇長澤委員 はい、長澤です。 

    保育所保育指針のこととか、保護者としては詳しくは知らなかったので、内容を今

回初めて拝見したんですけど、保育所保育指針て、児童福祉法の中にあるものです

よね、前回頂いた資料で、世田谷とか流山とか各自治体のものをザクっと見させて

いただいたんですけど、こういう簡単な図が入っていて、例えば理念みたいなもの

を作って、そこから児童福祉法があって、保育所保育があって、各自治体保育の質

のガイドラインがどのあたりに位置付けられているかというのも図で示されていま

すし、小金井であれば「のびゆくこどもプラン 小金井」がここにはいってくるは

ずでし、子どもの権利に関する条例についても小金井はあるはずなので、その辺り

がどういう位置づけになっているかが、ある程度早い段階で簡単なこういう図にし

て頂けると、今から私たちはどこを考えていくべきかが分かると思いますし、法律

すごく難しいですから、どこから守らなければならないのか、というのもすごく難

しくて、法があって、指針があって、条例があって、というときに、どういうふう

に組み込まれていくのか、どういう順で保育園はそれを守っていっているのか、と

いうところも少しビジュアル化されると、今後議論していく上で、そこを共有しな

がら考えていくところがすごく絞られていきますし、いろいろな資料がる中で、ど

こを見ていったらいいのか、というのも分かりやすくなってくると思います。その

中で、いまから作る、一番上なのか、理念が主として、保育の質のガイドラインと

いうのが、指針のもう一つ下に保育指針に更にその市の何か考えだったり、具体的

なものを入れて、その下に各保育園の保育方針だったり、理念があるのかな、と私

はイメージするんですけれども。そこが、各委員ずれてしまっていると、また考え

るところがまたばらついてしまいますし、折角いただいた資料もどういうふうに入

ってくるのかが分からないのかな、と思うので、話してるだけでは、ほんとに難し

くて、折角ここ４自治体、以前資料頂いたので、この辺りを参考にしながら、その

自治体も少しづつ違うのかもしれないですし、まだ理解できていな部分が沢山ある

ので、いったん、ここにある資料を纏めるうえでも、何かそういう図とかビジュア

ルみたいなものを作っていただければと思います。ホワイトボードに書くだけでも

いいんですけど、そうすると今から考える部分が分かると、私は思っています。 

〇米原委員長 はい、いま長澤委員がおっしゃったのは、世田谷の２ページにある図を、 

  〇長澤委員  あ、でも全自治体、入ってますよね。 

  〇米原委員長 まあでも、世田谷の２ページを見ていただく、この事業者、保育所設備運営

事業者審査にかかるところとか、これは新しい園を作る時の評価の基準の話。運

営事業者、これとあと巡回指導相談の視点、というのが、ガイドラインが用いる

場面としてあげられています。実はもっとこういった資料は見たいというご意見

があったのですが、あまり沢山用意するとかえって混乱してしまうということが

考えられるので、まず事務局がこうだして下さって、さらにこういうのもあるよ

というのがあれば皆さんに配ってもらおうかと思いますが、どのようにこのガイ

ドラインを作っていくのかも含めて、ある程度我々に任せられている部分があ

る。ただ、何もない中で、今おっしゃったビジュアル化して皆で共有するってい

うようなプロセスがない中では、議論も進められないっていう長澤さんの意見に
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関しては皆さん深く頷いてらしたので。今日この時間で、この整備っていうもの

が難しいかと思いますので、次回に向けてそういった資料を用意する、という方

向で進めたいと思います。事務局と相談しながら出来る限り、イメージしやすい

ような、見えやすいもので出来ればと思います。 

〇井戸下委員  はい、井戸下です。 

次回の資料の中に小金井の子育てとか保育について、っていう話をするのであれ

ば、やはり子どもの権利条例は皆さんで共有したほうがいいと思います。小金井

は子どもの権利条例があるので、子どもの権利条約っていうのは世界ベースで今

出ていた保育指針が国の最低ラインといいますか、ガイドラインであれば、小金

井の子どもの権利条例っていうのは小金井だからこそのものなので、これは委員

の皆さんとぜひ共有したいと思います。 

〇米原委員長  もちろん小金井市のものですので、是非ぜひ、共有したいと思います。資料を

用意していこうと思います。他はいかがでしょうか。 

〇保育政策担当課長 事務局です。皆様にお配りしている「のびゆく子どもプラン小金井」とい

うピンク色の冊子があると思うのですが、後ろから５枚ほどめくっていただきま

すと、資料５ということで、小金井市子どもの権利に関する条例の条文自体は、

資料という形なので分かりづらかったのですが、お手元にはお配りさせていただ

いている状況ですので、資料としてはこの内容でご確認いただければと思いま

す。102ページになります。もし不備不足とかありましたら、お願いします。 

〇米原委員長  もちろん、それを分かった上でということで。 

〇井戸下委員  各市内の小学校とか中学校とかに市民向けに作っているリーフレットがあると

思うので、そういうものの方がビジュアル的に見ていいなと、長澤さんがおっし

ゃったみたいに。絵が入ってたりで分かりやすいと思うので、そちらもあればぜ

ひご用意いただいて。 

〇米原委員長  それはご用意いただけますよね？ 

〇保育政策担当課長 はい、大丈夫です。 

〇米原委員長  条例に関しては私も見ていなかったのですが、この「のびゆくこどもプラン小

金井」の１０２ページ以降に条文が載っていると。 

他はいかがでしょうか？ 

私も事務局と確認しますが、ただ条文読むだけでは大事な事が書いてあるなとい

うことで、小金井市、これ作る時にどういうやり取りがあったのか、どういう事

を大事にしようかと思ってたってことがわかればお伝えしていくと今後の議論に

生きてくるかなと思いますので、そこを見ていきたいと思います。 

        時間もあと25分を切っておりますので、一旦ここで区切らせていただいて、次

の議題に進みたいと思います。 

        この件に関しては確認資料等々引き続き意見交換いただくということで、次に

議題の⑹ですね、保育園等への簡易アンケート(記述式)について。事務局から資

料が用意されているかと思いますが、説明お願いいたします。 

〇保育政策担当課長 資料９について説明致します。１ページをご覧ください。今回の保育の質

のガイドラインの作成にあたり、市内保育園の情報について、東京都の第三者評
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価の情報ですとか、市のこれまでの検討資料等によって情報収集把握することを

前提に進めるということで、事務局で考えておりました。また、それと合わせて

いくつかの園に関してのヒアリングも行う予定でしたが、その情報を補強すると

いう考え方から、今回ヒアリングではなくこのような形での簡易なアンケートに

よって情報を補強していきたいというご提案でございます。こちらの構成は、認

可・認証・小規模保育所を対象としまして、園長あて、保育士さんに対しても宛

てたものとして、各園一人、お願いしたいというアンケートになっています。小

規模保育施設に関しては、第三者評価にかかる義務付けのところがされておりま

せんので、これについては保護者の方にも同様の趣旨のアンケートを同じく無記

名で取られていただきたいと考えています。こういう内容で情報の補強を行い、

分析等を行っていきたいと考えています。内容については資料の通りでございま

す。 

〇米原委員長  ありがとうございます。簡易アンケートなんですが、そもそもアンケートにか

かる予算が元々ない中で、その中で出来る事というふうに事務局からは聞いてお

ります。このアンケートについていかがでしょうか？ 

〇大越委員  対象が保育士さん、主任一名、常勤一名限られているのですが、保護者も小規模

のみになっていますが、その理由を教えて下さい。 

〇保育政策担当課長 はい、保護者の方の部分ですが、4ページが小規模保育所の保護者宛のアン

ケートになっていますが、これと全く同じアンケートが、第三者評価を受けられ

た施設については、保護者向けに行われておりまして、その結果が公表されてい

ます。そちらを利用したいと考えた時に、小規模の情報がありませんでしたの

で、この際併せて取りたいというのがこの趣旨です。保育園に関してですが、全

員の保育士の方にアンケートと取りたいというのはありましたが、予算以前にア

ンケートに対しての日中業務とのご負担等考えました。園としての答えとしても

いただきたいという趣旨もありましたので、園としての答えについては園長先生

宛に、保育士さんにつきましては園としてではなく保育士さんとしての考えを各

園一人ずつ出していただいて、そういった中でこちらの方で分析を行っていきた

いという思いから、そういう区分けをさせていただきました。 

〇大越委員  保護者のところは分かりました。保育士さんのところは対象が狭すぎて、参考に

はなると思いますが、書くかどうかは保育士さんに任せた上で、より多くの保育

士さんから集めた方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか？ 

〇米原委員長  今のご意見も含めてですね、他のご意見もあるし…。 

〇竹澤委員   確かに保育士さんの業務の中でご負担というのは分かりますが、お一人だけだ

とその方の意見がそのまま出てしまうので、答えられないですよね、逆に。無記

名でやったとしても、どなたに来たかわかると思うので、その保育士さんは答え

られないと思うので、やはり全員にやっていただいて、統計的な処理をすること

がないと、結果がいいものがでてこないのではと思います。 

〇飯塚委員   今のご意見いただいて、沢山の保育士さんからご意見いただきたいというのは

分かるのですが、保育士さん全員に配るってなると処理がものすごく大変になっ

て、現実的な問題もあるので、例えば各園、主任一名、常勤一名、施設長一名っ



19 

 

て今なってますが、そこをボリュームを増やすっていう形も考えられるのではな

いかなと思いました。 

〇米原委員長  多分、29園ですと、千人以上ですので、その処理というか結果が出るまでかな

りの時間がかかるかもしれません。竹澤さんがおっしゃるように皆さんの考えっ

ていうのは知りたいというところですが、もうちょっと範囲を広げるというご意

見も出ました。他いかがでしょうか？ 

〇飯塚委員   もう一点。小金井市の保育の課題、小金井市に期待するもの、小金井市らしい

保育の特色という欄がとても小さいのですが、これでいいのかと疑問にもちまし

た。今回ガイドラインを作成するということで、小金井市らしい保育というのは

難しい、思いつかないんですね。なので、色々な方のご意見を拝見したいなと思

うので、もう少しいっぱい書ける欄を作っていただきたいと思いました。 

〇福元委員   今ご指摘ありました小金井市に期待するものについてというものが、施設長向

けのアンケートのみになりまして、出来れば施設長向けアンケートの３番と１０

番の項目は主任保育士の先生向けですとか、保護者向けにもあってほしいと思い

ました。多様な意見の中で、色々な立場の方がどのように考えていらっしゃるの

かということも集約していく必要があると思いますので、今の記入欄の大きさも

含めて検討していただきたいと思います。 

〇米原委員長  ボリュームですね、あと内容揃えて、という感じで、いかがでしょうか？ 

今のお二方のご意見に関しては皆さん深くうなずいていらして、レイアウトだと

か色々制約はあるかもしれないけど、出来る限り内容について意見を聞きたいと

いう事に関してはその方向で考えていきたい、ということでよろしいでしょう

か？ 

        あと、対象者ですね、保育士、今各園二名となっていますが、ここが増やせる

のか、出来るだけ増やせる、処理のこともありますので、そこに関しては事務局

とコンサルテーションの会社にもお願いしているので、そこと相談して増やせる

ところまで増やしていくとしていきたいと思いますが、ご一任いただけるという

ことでよろしいでしょうか？ 

        内容含めいかがでしょうか？多くの皆さんご存知だと思いますが、東京都福祉

サービスの第三者評価というのは、アンケートに関しては認可保育所、認証もで

すかね、毎年評価者が出向いて評価するのが三年に一度というのが東京都のやり

方となっています。これは他の自治体ではない、やるべきなのですがなかなか実

施できていないのが現状です。 

〇井戸下委員  内容というより対象の事なのですが、前回最初の会議の時に、保育のガイドラ

インの対象になるのは、小金井市内で保育を受けているすべての子ども達という

話があったので、認可・認証だけではなく、市が把握しているものだけでもいい

ので認可外もぜひやっていただきたいと思いました。 

〇米原委員長  認可・認証・小規模というように設定をしたのは理由、意図があると思うの

で、事務局からお願い致します。 

〇保育政策担当課長 今回の内容につきまして、第三者評価のところから情報を取ってくるとい

うことを基本に考えた中での範囲の設定をさせていただきました。認可外の中に
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も様々な枠がありますので、こちらの中での設定範囲が元々どこまで広げるかと

いうのが事務局でも検討しましたが、様々な形態がある中での調査となりますの

で、今回については市の方で認可の変わりとして小規模を加えた三つの分野の中

で適応していくということで整備をしてご提示をさせていただいたというのが範

囲の設定です。あとは委員の皆さんの中で議論いただいてですが、認可外の中に

も企業のお子さんのみを対象とした保育から、様々な目的の状況もあるので、そ

この選り分けの判断もありまして、今回は認可・認証・小規模の範囲にした理由

もあります。 

〇米原委員長  事務局からの提案としては、そういうことなので、我々の協議の中で範囲や意

見を取りたいというのが明確になれば、そこについて依頼をするってことはやぶ

さかではない、出来る、ということだと思いますが。 

〇八下田委員  小金井市内で企業主導型は三つくらいあるんです。中の情報がここ以外にも聞

こえないので、ぜひ企業主導型の所にアンケートをお配りいただいて、下の３番

４番も連携についての意見も、なかなか今まで取れていなかったので、今回お願

いしてみたいなと個人的には思うのですが。 

〇米原委員長  企業型主導型保育事業。 

〇八下田委員  はい。桜町病院の所と、坂下に一つありますよね、プリンセスプリンス、あと

ヤクルトさんもあると思うのですが、私は三つしか知らないのですが、市で把握

されてなければこの場でご存知の方、上げていただいて、ご協力いただけるよう

に動いていただきたいなと思います。 

〇米原委員長  まず、市の方でどういうことを把握しているのかを確認を。 

〇保育政策担当課長 認可外さんとして市の方で把握している施設だと、認証さんが一つ、認証

さんは認可外になります。東京都が認可外の代わりに認証という制度を作ってい

るということになります。それから企業さんの従業員の方向けの保育園、制度上

は三種類に分かれて小金井にはそのうち二種類しかありません。企業さんの従業

員さん向けに用意されている、ヤクルトさん、病院の従業員さん向けもありま

す。これはお勤めの方のお子さんしか預かれないという設定。もう一つは、企業

主導型保育事業といいまして、認可と同等の基準を持っているということを国の

第三者機関の方で確認をして事業を行っていて、市と直接制度のやり取りをする

ことは大変少ないのですが、小金井市内においては貫井北町の特別養護老人ホー

ムさんの所に一つと、前原坂下の所で一つ、となっております。従業員さんの方

向けだけに福利厚生の一環として行われている認可外の事業もあったりしており

ますので、小金井の子ども全体を取ったときに、いうところもありつつも、事業

所としてやってらっしゃる、お子さん自体が従業員さん向けですので、小金井の

お子さんとは限らないというのが認可外の部分での特徴だったり、認可外の中に

は様々ありますので、認可以外のものが認可外ですので、様々な種類があるのが

認可外になります。それから東京都の方から認可外であるということでありつつ

も、把握している園としてのご案内は他でも来ている所はあります。先ほど一回

目の時にも委員の方からもお話ありましたが、そちらの事業の方も市に連絡がき

ているものがありますので、りんごっこさんなど、事業として屋外を中心に展開
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されているものについても、お話がきている所もございます。様々な範囲が広ま

っていく所もございましたので、市としましては、一定の範囲として、今回ご提

示させていただいたのは、こちらの部分となります。保育所の案内にも載せてい

ますが、小金井では制度が変わる前から保育室という形でしている二施設、こち

らも認可外となっているので、施設形態が多岐に渡る部分もございまして、ある

程度の所で今回はご提案をさせていただいたのが、事務局のアンケートの範囲で

ございます。 

〇真木委員   アンケートの範囲って、説明がありましたが、色々な所から取るっていうのが

素敵なこと、だけど、このスケジュール表見た時に、7/31にはアンケート結果報

告になってる。第三者評価を受けても、学芸の森保育園には毎年一回保護者アン

ケートを取っているのですが、その結果をどのように集計するかと。自由記述の

欄を集計するって大変なことで、第三者評価も半年くらいかかりますから、一年

もかかって解決するって形になるので、その作業考えながら、皆さんのご意見を

集計した方がいいかなと思いますが。いかがでしょうか？ 

〇米原委員長  どこまでを対象とするか、範囲も難しいし、量もある程度のところで区切らな

いといけないというようなご意見出ていますが、いかがでしょうか？ 

〇井戸下委員  増えるとその分手間も時間もかかるというのは分かりますが、「のびゆく」の

中にも多様化という話もありましたし、細々した認可外施設を含めると１００も

２００も増えるというなら区切った方がいいと思いますが、私が見た限りでは６

園なんです。さっき八下田さんが言って下さった企業型も３。１０いくつ増える

感じですよね。それは入れてもらえないのかな、というのが正直なところです。 

〇米原委員長  そこは今事務局が用意したものに関しては施設長と保育士、という形になり、

これが認可外では施設長もひょっとしたら保育資格持っていなかったりとか、職

員の方で限られているということはあるので、ですけれども、っていうところ。

多様な人の意見を聞くことの大切さもあるということで、市が直接関わっていな

いところが多いとは思いますが、出来る限り範囲を広げるという方法を探ってい

きたいということでよろしいでしょうか？ 

実際には普段からやり取りが少ないので、回収がうまくいかない事があるかもし

れませんが、やり方は事務局と検討して出来るだけ広げて多様な意見を探ってい

くという方向で進めていきたいと思います。よろしいでしょうか？ 

〇長澤委員   今のやり方でも4/23から始めるってことですか？この調査期間が4/23からです

が、検討していたら…。 

〇保育政策担当課長 こちらの方でアンケートについての回収の期間の設定ですが、あくまでも

案という形とさせていただいておりますので、今の議論の状況からしますと、こ

のスケジュールというのは我々の方でも難しいという思いがございます。ある程

度まとまった段階で、早いところからスタートさせていただいて、締切も後ろ倒

しさせていただいて、そこのところも検討させて頂く形になっていくかと思って

いますので、この日付通りに２３日から配りますというのは難しいかなと思って

います。 

〇米原委員長  本来アンケートは同じ時期に初めて同じ時期に回収するってことですが、今回
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対象のこともありますので、早めにお配りして回収できるところもあれば、時期

がずれるというところも、簡易アンケートということで、ご意見をいただくため

には、アンケートの時期の多少のずれを許していただいてもいいのかなと思いま

すが、いかがでしょうか？ 

〇長澤委員   アンケートの締めが、７月とか集計を取る前提であれば、スタート早くしない

と集計できないと思うんですね。回収できなかった時に回答率下がるので、今の

認可外の話も決めちゃった方がいいと思うんです。おっしゃってた１０園位で増

える、最低限、施設長と保育士さん、ほか二名とかで、今このまま会議続けてて

も、認可外どこがあるのか分からないまま進むので、ここで話す認可外ってここ

とこことここね、と分かる位の状態になってる方が、あいまいな状態で進むより

は対象ここにします、と入れるべきだと思うのですが。アンケートの集計に手間

とるのは分かるのですが、締めが決まってる仕事ならやってしまえばいいと思う

んですよね。そこまで決めてしまった方が、次の５月の会議でまた…。 

〇米原委員長  先程、私に一任いただきたいというのは、できる限り範囲を広げる、ただ、全

体の保育士さんの数も増やす、そうすればトータルの数も増えるので、できる限

りは増やしていいけれども、細やかな事に関しては、コンサルさんと事務局と私

に一任いただいて進めさせていただく、そういうふうにご理解いただけますか。 

〇長澤委員   はい、分かりました。それは何か事前に連絡いただけるんでしょうか。 

〇米原委員長  できる限り広げてはいくんだけれども、認可外で具体的にここにも何人、ここ

にも何人、というように設計に関してはここではちょっと合意形成ができないの

で、とにかく広げて、うちには来なかった、っていうような話にならないように

ある程度の範囲、例えば東京都に認可外保育の申請を出しているところだとか、

という形で進められればいいかな、と思っています。長澤さんおっしゃるよう

に、情報が少なすぎて、じゃあここで合意しましょう、とは決められないので、

そこはご一任いただければなと、思います。 

〇真木委員   この対象になっている園の結果が出ていますよね、第三者評価受けているとこ

ろは結構保育の質が改善されているから、すごくレベル高いです。質の向上とな

ると、やっぱり小規模、企業主導型もそうですが、そういうところを引き上げて

いかないとほんとの質の向上、ガイドラインにつながっていかない気がします。

どこを対象とするか、代表が出るのか、どうするのか、そこはまだ皆さんと話し

合わなければならないが、小金井市の保育の質を高めるためには、下の皆さん頑

張ってらっしゃるところをどういうよう引き上げるのか、保護者や保育者の方か

ら、施設長からもご意見を伺いながら、そこらあたりを引き上げていかないと。

補助金が少なかったらその辺りを考えてあげなくてはいけないでしょうし、なの

で対象のところ、皆さんのところは指摘されてるから、そこを改善して結構質は

高いんですよ、保育の質からいってみれば。なので、ガイドラインを作るにあた

っては、多様化という意味からもいろんなところからの意見も必要なのかなと思

います。その辺りも考えてください。 

〇米原委員長 はい、おっしゃる通りですが、逆の方向性もあるんですね。認可外でこれだけ頑

張っている、ひょっとしたら認可よりも質の高い事をやっているかもしれない、
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ということも我々は知らない。で、それをきちんと共有してお互い高めあう、と

いう方向にできればな、と。 

       纏めさせていただきますと、対象の保育者をどこまで増やせるのか、あと対象の

園に関して、これもどこまで増やせるのか、できるだけ増やす、という事を前提

に事務局とあと私とにご一任いただいて、速やかに進めさせていただく、という

ことでよろしいでしょうか？ 

〇真木委員   自由記述のところを、項目別に自由記述させちゃうと、大変な事になります、

集計するときに。なので、大きい項目で、期待するもの、希望するもの、特色と

してだいじにしたいものとか、そういうのが書ける欄を設けた方が早いんではな

いかと、集計とかやりやすいんではないかと思います、いかがでしょうか、特記

事項として特に書きたいものがあったらそこには書くという事にして。 

〇米原委員長  そこに関しては、集計に関してはこれでいける、ということで案を出させてい

ただいておりますので、もし増やしたときに期間までの集計が難しければ、いま

おっしゃったような工夫もさせていただくかもしれません。そこに関しては基本

的にはこれで進めた方が、輪切りになりますし、既にあります第三者評価の結果

との比較検討ができるので、先ずはこれをベースというふうに考えるのはいかが

でしょうか。今ご懸念、心配されていただいたところに関しては、できる限り結

果が出るのが先にならないような工夫というのは、別のところも含めて考えたい

と思います。結果ではなくて、どういうふうになったかというところについては

また次回の会議できちんとご報告させていただきます。 

〇真木委員   アンケートは取りっぱなしではなくて、アンケートによって振り返って、それ

で質を上げていかなければなりません、その振り返りが必ずあるので、その辺り

を求める時間が必要、予定では８月下旬からになっていますけれども。その辺り

も考慮しながらよろしくお願いいたします。 

〇米原委員長  それでは、議事の⑹ですが、他宜しいでしょうか。 

〇米原委員長  ありがとうございます。続きまして⑺その他でございますが、 

       まず、議題の最初の方にありましたけれども、この議論を踏まえて次回必要な資

料というのが、もし今、思いつくのであれば出していただけますか。 

〇吉岡委員   子どもの権利条約、小学生向けのを準備してもらいたい。 

〇米原委員長  はい、小学校中学校向けに人権教育やる時の資料があったらそれを、なければ

ユネスコ等でユニセフから、出ているものがあるかもしれません。事務局と探す

ようにしておきます。他はいかがでしょうか。 

〇飯塚委員   意見提案シートの中で、世田谷の親向けに作っているマンガ入りの分かりやす

いガイドラインがあります。なので、是非見てみたいです。 

〇米原委員長  分かりました、そこも、探してみます。それがこういう場で使えるものであれ

ば、是非共有していきたいと思います。 

〇八下田委員 はい、いまの資料って、私の手元に一部あって、この冊子のマンガの事だと思う

のですが。たぶん世田谷区に問い合わせすればいただけると思うので、ご用意い

ただけるとありがたいです。 

〇米原委員長 はい、可能な限り。どれだけ用意できるのかも含めてあたります。 
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       他にありますか。 

       ないようです、それでは次回の日程についてです。事務局よりお願いします。 

〇保育政策担当課長 はい、それでは次回の日程ですが、資料５にもございます通り、次回は 

       ５月２２日（水）、同じく１９時からです。場所は今日と同じくこちらの会議室

で開催という事になります、よろしくお願いいたします。 

〇米原委員長 よろしいでしょうか、 

       はい、また不慣れな進行で皆さんに助けていただきました、ご寛容下さい。 

       以上で本日の会議を終了します、ご協力ありがとうございました。 

〇全体    ありがとうございました。     


